
　若松町環状交差点において、大型車両は
通行方法が異なるためご注意ください。
　大型車両は、西側から北側に通行する場
合は、環状交差点を1周して通行してくださ
い。
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　大型車両は、東側から南側に通行する場
合は、環状交差点を1周して通行してくださ
い。
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